
裁判員制度の現状と課題について

岡山地方裁判所
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５ 裁判員等の保護（安全確保）
（H２８．５．３１ 山陽新聞社会面）
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５ 裁判員等の保護（安全確保）

① 日頃から行っている方策等

 裁判員等の名前や住所などの非公表

 傍聴人に対する裁判員等への接触禁止等の告知

 庁舎内の動線，共用スペースの工夫

 裁判員等への裁判所の連絡担当者を教示

 警察との連携
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５ 裁判員等の保護（安全確保）

② 接触事案発生のおそれが認め
られる事案に対する方策

 裁判員等の送迎

 庁舎出入口の工夫

 裁判員等に対する庁舎内等の移動時における
裁判所職員の付添い又は見守り

 傍聴人に対する金属探知機による所持品検査

 法廷等における警備職員等の配置
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５ 裁判員等の保護（安全確保）

③ 裁判員等に危害が加えられ
るおそれのある事案

 裁判員裁判対象事件からの除外

裁判官のみで構成する合議体で取り扱う決定

＜裁判員法第３条抜粋＞

「地方裁判所は，・・・裁判員候補者，裁判員・・・これに
準ずる者の生命，身体若しくは財産に危害が加えられ
るおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害さ
れるおそれがあり・・・裁判員の選任も困難であると認め
るときは，・・・これを裁判官の合議体で取り扱う決定を
しなければならない。」

5



５ 裁判員等の保護（安全確保）
（H２８．９．５ 山陽新聞社会面）
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６ 裁判員候補者の出席率
（H27.10.19 山陽新聞岡山県版）
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６ 裁判員候補者の出席率

選定された裁判員候補者のうち選任手続期日に出席した候補者

の割合（全国，岡山）
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６ 裁判員候補者の出席率

出席率低下の要因として考えら
れること
① 平均の職務従事日数（※）が増加傾向にあること

② 人手不足など雇用をめぐる社会情勢の変化

（仕事を理由に辞退する人 ２８．７％（平成２７年全国））

③ 国民の裁判員制度に対する関心の低下

※職務従事日数とは，「選任手続期日」，「公判期日」及び「評議」に出席する

日数のことをいう
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６ 裁判員候補者の出席率

裁判員等経験者の声から

 裁判員として参加することについて精神的な負担があ
るのではないかという不安

 職場に迷惑を掛けられないという気持ちが大きい

 裁判に対するマイナスのイメージを周囲の人と共有し
てしまっており，経験者の感想が伝わっていないので
はないか
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７ 裁判員裁判への積極参加のための方策

① 職務従事日数短縮の取組

ゆとりのある審理計画を立てていることなどから制度

施行当初に比べ，増加傾向にあった

→ ゆとりと無駄のない審理計画のバランス
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７ 裁判員裁判への積極参加のための方策

平均職務従事日数（全国，岡山）
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７ 裁判員裁判への積極参加のための方策

② 裁判員等の精神的負担軽
減の取組

刺激的な証拠（遺体写真等）の扱い

① 証拠内容の整理（公判前整理手続における

必要性・代替性の議論，白黒化やイラスト化の

工夫）

② 選任手続での事前告知

→ 精神的負担を理由とする辞退希望の申出
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７ 裁判員裁判への積極参加のための方策

③ 「メンタルヘルスサポート窓
口」の設置

 電話・Web・対面カウンセリングによるメンタルヘルス
相談等

 電話・相談料は無料

 電話・Web相談は２４時間３６５日受付

 裁判員等の職務終了後も相談可能（特に期限を設け
ていない。）
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岡山地方裁判所見学・傍聴
→岡山地家裁ウェブサイトに案内掲載
・裁判所の広報ビデオの視聴，裁判員制度の説明及び裁判
の開かれていない空き法廷の見学
★平成２７年の見学者数８２９人（概数）

模擬裁判
・夏休みキッズ法廷
小学５，６年生を対象に模擬裁判を年１回実施
・冬休みジュニア法廷
中学生を対象に模擬裁判を年１回実施
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７ 裁判員裁判への積極参加のための方策

④ 裁判員制度に対する関心の
向上 広報活動



裁判員等経験者との意見交換会の開催

→議事概要を岡山地家裁ウェブサイトに掲載
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７ 裁判員裁判への積極参加のための方策

⑤ 裁判員制度に対する関心の
向上 広報活動



７ 裁判員裁判への積極参加のための方策

（Ｈ２８．１０．１９ 山陽新聞岡山県版）
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７ 裁判員裁判への積極参加のための方策

⑥ 裁判員制度に対する関心の
向上 広報活動

出前講座
・小中学生向け出前授業

→平成２８年１０月及び１１月に，裁判官が県内の中学校（２校）
へ出向き裁判員制度等についての授業を実施

今年度内にも小学校へ出向く依頼あり

・裁判員制度の出前講座

→平成２７年４月３０日に，裁判官が民間企業へ出向き裁判員制

度について説明

★平成２７年は１件実施，平成２８年１１月３０日現在２件実施
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